
１ 計画フレームとは

区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分）を定めるにあたり、人口及び産

業の将来見通しに基づき、適切な市街地規模を確保するために必要となる面積の算

定を行うものである。

なお、計画フレームのうち、人口フレームは住宅用地（住居系用途地域）の計画

人口を基本とし、産業フレームは産業用地（工業系用途地域及び商業系用途地域）

の面積を基本とし、「第 6 回市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の見

直しの手引き」（平成 30年 3月愛知県）に基づき、算定するものである。

２ 人口フレーム（検討案）について

本市においては、土地区画整理事業定地及び暫定用途地域への人口配分を控除

し、令和 12年までに約約 77hhaa（（668800人人））のの拡拡大大がが必必要要と見込まれる。

（現行計画：「新規の開発に伴う住居系市街地の拡大は行わず、現在の市街地内にみ

られる低未利用地の有効活用を図る」＝具具体体的的面面積積・・人人口口のの設設定定ななしし）

※参考：愛知県の区域区分による本市を含む尾張広域都市計画圏の

H30→R12の市街化区域内住宅用地配分人口は 29,400人

３ 産業フレーム（検討案）について

本市においては、令和 12年までに約約 4488hhaaのの拡拡大大がが必必要要と見込まれる（うち、（仮

称）日進東部企業団地地区への約 19haの配分を見込む。）。

（現行計画：商業地約約 2233hhaaの増加、工業地約約 2200hhaaの増加）

※参考：愛知県の区域区分による本市を含む尾張広域都市計画圏の

H30→R12の市街化区域内産業用地配分面積は 971ha 

４ 今後の方針（検討案）

本市においては、生産緑地地区が約 27.6ha（平成 30年 10月現在）存在するが、

計画期間中の令和 6年 12月に当初指定 30年を迎え、宅地への大量の転用が考えら

れる。（昨年度実施の生産緑地所有者へのアンケートでは、指定継続を前提とする特

定生産緑地への指定意向は 30.0％にとどまっている。）

このため、将来都市構造の設定においては、人口フレームは即地的に割り当てる

のではなく、保留フレームとし、令和 6年頃の特定生産緑地指定事務終後に改め

て検討することが考えられる。産業フレームについては、人口フレームと比べ多く

の面積を要することから、現行計画の将来都市構造を踏まえ、検討の必要がある。

＜計画フレームの設定（検討案）について＞
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